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労災保険と雇用保険の保険料 

毎年４月１日から翌年３月 31日までの１年間（＝

「保険年度」）を単位として、計算されます。その額

は、全ての労働者（雇用保険は、64

歳以上は除く。）に支払われる賃金

の総額に、その事業に定められた保

険料率を掛けて算定されます。 

労働保険の保険料は、あらかじめ

概算で申告・納付し、翌年度確定精

算します。すなわち、事業主は、当

年度の概算保険料と前年度の確定保険料等を併せて

申告・納付することになります。 
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雇用保険の被保険者について 

常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用

形態に関わらず、①１週間の所定労働時間が 20 時

間以上であり、②31日以上の雇用の見込みのある場

合は、次に掲げる方を除いて、原則として被保険者

となります。 

○株式会社、有限会社の代表取締役、会社の取締役、

監査役などの役員、外国会社の日本での代表者 

○協同組合、農業協同組合などの役員、その他各種

団体の役員 

○個人事業の事業主、個人事業と認められる事業の

代表者と同居している親族 

○季節的な業務に４か月以内の期間を定めて雇用さ

れる者 

○学校教育法第１条にいう学校の学生で、中間学生 

○事業主と委任関係にある各種の外務員 

雇用保険料が引下げられています 

以下の表のとおり、平成 28 年度の失業等給付の

雇用保険料は、労働者負担・事業主負担とも、1/1000

引き下げられています。併せて、雇用保険二事業の

保険料（事業主の未負担）が 0.5/1000引き下げられ

ています。 

事業の種類 労働者負担 事業主負担 合 計 

一般の事業 
4/1000 

(5/1000) 

7/1000 

(8.5/1000) 

11/10000 

(13.5/1000) 

農林水産等 
5/1000 

(6/1000) 

8/1000 

(9.5/1000) 

13/1000 

(15.5/1000) 

建設業 
5/1000 

(6/1000) 

9/1000 

(10.5/1000) 

14/1000 

(16.5/1000) 

65歳以上の方に適用が拡大 

平成 29 年１月１日以降、現在雇用保険の適用除

外になっている 64 歳以上の雇用者も、雇用保険の

適用対象となります。 

なお、保険料の徴収は平成 31年度まで猶予され、

平成 32年度から徴収が始まります。 

介護休業給付の給付率が引上げ 

介護休業を取得した際に支給される介護休業給付

率が、平成 28 年８月１日以降に休業されるから、

現行 40％から 67％に引き上げられます。 

（裏面へ）

平成２８年度労働保険年度更新 
申告・納付は、６月１日から７月 11日まで 
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飲食店店長の管理監督者性と定額残業代―穂波事件

（岐阜地判平成 27年 10月 22日） 

店長は管理監督者で、管理職手当は定額残業

代として認められるか 

【事件】飲食店の３店舗の店長として勤務していたＸ

（原告）は、飲食店を経営する(株)Ｙ（被告）に対して、平

成２３年９月から平成２５年９月分までの未払いの時間

外・休日・深夜割増賃金 2,821,547 円、法定利率６分の

割合による遅延損害金、未払い賃金と同額の付加金及

び判決確定日の翌日から支払済みまでの年５分の割合

による金員の支払を求め

て、訴えた。 

【事実】店舗の従業員は、

Ｘと副店長以外はパート

従業員であった。店長は、

複数の店舗を統括するマ

ネージャーに業務報告を

行い、店舗の営業時間の

変更や店舗の休業をすることはできなかった。店長は、

パート従業員の募集広告、採用面接、勤務時間の決定

ができ、店長としてパート従業員と雇用契約書を締結し

たこともあった。しかし、募集広告は本社を通じて行い、

パート従業員の時給はＹの決めた範囲で店長が決定す

ることができた。また、店長は店舗の金銭管理を任され、

店舗で使用する食材の発注量を決めることができたが、

什器備品の購入は店長独自は 3,000 円までであり、そ

れ以上になると、マネージャーを通じた決済が必要であ

った。 

管理職手当は、就業規則に「各役職（店長、部長等）

に応じて支給する。」と規定されていたが、Ｘの給与明

細には、平成 23年 12月までは管理職手当として、平成

24 年１月分以降は管理固定残業代として月１０万円が

支給されていた。Ｙは、「本部スタッフ、マネージャー、

店長及び正社員全員が管理職であり、管理職手当（管

理固定残業）を支払います。」「管理職手当（管理固定

残業）は、朝９時半以前及び各店舗閉店時刻以後に発

生するかもしれない時間外労働に対する残業みなし相

当です。」との確認書を作成していた。平成２５年１月１

日付の労働条件通知書に、管理職手当についてはＸ

のみなし残業手当が１０万円・８３時間相当である旨の

記載があった。Ｘは、確認書及び労働条件通知書に、

平成２５年２月１日付で署名押印をしている。 

【判旨】 Ｘが管理監督者に該当すると認めること

ができず、管理職手当は時間外労働手当として扱う

べきではない。 

１． Ｘの管理監督者性 

裁判所は、重要事項への関与について、①店舗の

営業時間を変更できないこと、②パート従業員の給

料や昇給等についても、一定の枠の範囲での権限で

あったこと、③Ｘに与えられていた権限は、担当店舗

に関する事項に限られ、経営全体の決定に関与して

いたとは認められないと認定し、「重要な職務と権限

を付与されていたということは困難である。」と評価し

た。また、Ｘは、①タイムカードを打刻することを求め

られ、出退勤について管理され、②店長が担当店舗

の営業日や営業時間を決定する権限はなく、「実質

的に、自ら労働時間を自由に決定することはできなか

った。」と評価した。したがって、「Ｘは労基法４１条２

号の管理監督者に該当すると認めることはできない。」

と判示した。 

２． 管理職手当が定額残業代として認められるか 

裁判所は、①８３時間の残業は、３６協定で定める

ことのできる労働時間の上限の月４５時間の２倍近い

長時間であり、しかも、朝９時半以前及び各店舗閉店

時刻以後に発生するかもしれない時間外労働に対

する残業手当とされているのは、相当な長時間労働

を強いる根拠となっており、公序良俗に違反すると言

わざるを得ない、②月８３時間の残業が発生するとは

想定し難いものであったことから、ＸとＹの労働契約

において、管理職

手当（管理固定残

業）として、毎月１

０万円を見なし残

業手当８３時間相

当として支給され

るものとの合意が

されたということはできず、管理職手当は時間外労働

手当として扱うべきではなく、「月によって定められた

賃金」として、時間外労働等の基礎とすべきであると

した。 

 

（次号に続く） 


